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玄
奘

の
菩
薩
戒

―『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
を
中
心
に
―

吉

村

誠

序

言

中
国

で
流
行
し
た
菩
薩
戒

(大
乗
戒
)
は
、
「梵
網
戒
」
と

「
瑜
伽
戒
」

の
二
系

統
に
大
別
さ
れ
る
。
「梵
網
戒
」
は
中
国
撰
述

の

『梵
網
経
』

に
基
づ
く
も
の
で
、
十
重
四
十
八
軽
戒
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
五
世
紀

中
頃
の
南
朝
に
出
現
し
、
智
顕
や
法
蔵
ら
が
注
釈
を
作
り
、
東
ア
ジ
ア

全
域

で
流
行
し
た
。

一
方
の

「
瑜
伽
戒
」

は
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩

地
の
戒

品
に
基
づ
く
も
の
で
、
三
聚
浄
戒
を
説
く
も
の
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
五
世
紀
初
頭
に
異
訳

の

『菩
薩
地
持
経
』
に
よ

っ
て
伝
え
ら

れ
た
た

め
、
唐
代
以
前
は

「地
持
戒
」
と
称
さ
れ
た
。
北
朝
で
菩
薩
戒

と
い
え
ぼ
こ
れ
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

の
は
、

こ
の

「
瑜
伽
戒
」
の
方
で
あ
る
。
『菩
薩
戒
羯
磨
文
』
は
、
玄
　

(六
〇
二
―
六
六
四
)
が

『
瑜
伽
師
地
論
』
か
ら
受
戒
法
を
抄
出
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
そ
の
構
成
や
内
容
、
翻
訳
の
事
情
な

ど
を
検

討
し
、
唐
代
初
期
に
行
わ
れ
た

「
瑜
伽
戒
」
の

一
端
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
中

国
に
お
け
る
菩
薩
戒

(
瑜
伽
戒
)

の
伝
播

中
国
に
最
初
に
伝
え
ら
れ
た
菩
薩
戒
は
、
北
涼
で
曇
無
識
が
翻
訳
し

た

『菩
薩
地
持
経
』
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩
地
に
相

当
す
る
も
の
で
、
菩
薩
戒
は
そ
の
中
の
戒
品
に
説
か
れ
て
い
る
。
『高
僧

伝
』
な
ど
に
曇
無
識
が
弟
子
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
と
い
う
記
述
が
あ
る

が
、
そ
の
受
戒
法
は

『菩
薩
地
持
経
』
の
戒
品

に
則
る
も
の
で
あ

っ
た

だ
ろ
う
。
曇
無
識

の
没
後
、
弟
子
た
ち
は
中
国
各
地
に
菩
薩
戒
を
広
め

て
い
っ
た
。
後
に
南
朝
の
劉
宋
で
は
、
異
訳

の

『菩
薩
善
戒
経
』
が
求

那
跋

摩
ら
に
よ

っ
て
翻
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は

『菩
薩
地
持
経
』

と
か
な
り
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
両
者

の
内
容
は
、
『梵
網
経
』
や

『
瓔
珞
経
』
の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
(
1
)

一
方
、
北
朝
で
は

『菩
薩
地
持
経
』
に
基
づ
く

「地
持
戒
」
が
広
く

行
わ
れ
て
い
た
。
『続
高
僧
伝
』
な
ど
の
記
述

に
よ
れ
ぼ
、
そ

の
状
況

は
唐
代
初
期
ま
で
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
(
2
)

「地
持
戒
」
が
流
行
し
た

こ
と
を
伝
え
る
の
が
、
『菩
薩
戒
本
』
と
い
う

テ
キ
ス
ト
の
存
在

で
あ
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る
。
こ
れ
は

『菩
薩
地
持
経
』
か
ら
戒
条
の
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の

で
、
曇
無
識
訳
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
お
そ
ら
く
後
人
が
説
戒
会
で
使

う
た
め

に
改
編
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
菩
薩
善
戒
経
』

が
受
戒
法
の
部
分
だ
け
が
独
立
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
『菩
薩
地
持

経
』
も
受
戒
法
だ
け
の
テ
キ
ス
ト
が
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ

ろ
う
。
(
3
)

北
朝
に
お
け
る

「地
持
戒
」
の
伝
統
は
、
玄
奘

の
帰
国
に
よ
っ
て
画

期
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
貞
観
二
十
二
年

(六
四
二
)
に

『
瑜
伽

師
地
論
』
が
翻
訳
さ
れ
、
翌
年
に
は
菩
薩
地
の
戒
品
か
ら

『菩
薩
戒
羯

磨
文
』

と

『菩
薩
戒
本
』
の
二
巻
が
抄
出
さ
れ
た
。
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』

は
受
戒
法
を
説
く
部
分
、
『菩
薩
戒
本
』
は
戒
条
を
説
く
部
分
で
あ
る
。

こ
こ
に

「地
持
戒
」
は
そ
の
役
割
を
終
え
、
「
瑜
伽
戒
」
が
そ
れ
を
継

承
し
た

の
で
あ
る
。
玄
奘

が

「
瑜
伽
戒
」
の
受
戒
法
と
戒
条
を
独
立
さ

せ
た
の
は
、
そ
れ
以
前

の

「地
持
戒
」
が
同
様

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て

流
布
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
と

『
瑜
伽
師
地
論
』
の
本
文
と
を

比
較
す

る
と
、
そ
の
構
成
は
著
し
く
異
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
単
な
る

『
瑜
伽
師
地
論
』

の
抄
出
で
は
な
く
、

玄
奘

に
よ
っ
て
改
編
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
(
4
)

『
菩
薩
戒
羯
磨

文
』
は

『
瑜
伽
師
地
論
』

の
本
文
を
ど
の
よ
う

に
改
編
し
た
も
の
な
の
か
、
玄
奘

が

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
を
編
集
し
た

意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
以
下
順
次
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二
、

『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩
地
戒
品

の
構
成

『
菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
ど
の
よ
う
に
改
編
さ
れ
た
の
か
を
知

る
た
め

に
は
、
先
ず
原
本
で
あ
る

『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩
地
の
戒
本
の
構
成
を

知
る
必
要
が
あ
る
。
戒
品
は
九
門

(自
性
戒
、

一
切
戒
、
難
行
戒
、
一
切
門

戒
、
善
士
戒
、
一
切
種
戒
、
遂
求
戒
、
此
世
他
世
楽
戒
、
清
浄
戒
)
に
分
け
ら

れ
る
が
、
そ
の
中
心
は

一
切
戒

で
あ
り
、
全
体

の
約
九
割
を
占
め
る
。

一
切

戒

の
内

容

を

整

理

す

れ
ぼ

、

次

の

よ
う

で
あ

る
。
(
5
)

A
三
聚
浄
戒

①
律
儀
戒

・
摂
善

法
戒

・
饒
益
有
情
戒

(略
説
)

②
律
儀
戒

・
摂
善

法
戒

・
饒
益
有
情
戒

(広
説
)

B
受
戒
法

①
発
願

し
て
、
戒
師

に
受
戒
を
請
う

②
仏

・
菩
薩

を
礼
拝

供
養

す
る

③
浄
心

を
養

う

④
戒
師

に
よ
る
授
戒

と
証

明

⑤
仏

・
菩
薩

に
よ
る
証
明
を
請
う

⑥
仏

・
菩
薩

に
よ
る
授
戒

と
証
明

⑦
仏

・
菩
薩

を
礼
拝
供
養

し
て
退

く

C
余
説

①
菩
薩
戒

の
利
益

②
持
戒

と
修
学

③
戒
師

の
条
件

④
受
者

の
条
件

⑤

授
戒
時

に
戒
相

を
説

く

D
四
他
勝
処

法

玄
奘

の
菩

薩
戒

(吉

村
)

五
九
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玄
奘

の
菩
薩
戒

(吉

村
)

六
〇

①
四
他
勝
処
法

②
犯
戒
と
更
受

③
捨
戒

E
四
十
三
犯
事

F
余
説

①
修
学
と
持
戒

②
懺
悔
法

③
自
誓
受
戒

④
菩
薩
の
犯
戒
に
無
余
犯
な
し

⑤
三
円
満
の
成
就

A
は
三
聚
浄
戒
が
説
か
れ
る
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
律
儀
戒

・

摂
善
法
戒

・
饒
益
有
情
戒
が
、
そ
れ
ぞ
れ
略
説
な
い
し
広
説
さ
れ
て
い

る
。B

は
受
戒
法
が
説
か
れ
る
部
分
で
あ
る
。
①
～
⑦
の
す
べ
て
が

『菩

薩
戒
羯
磨

文
』
に
編
入
さ
れ
る
。

C
は
補
足
説
明
で
あ
る
。
①
③
～
⑤
が

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
に
編
入

さ
れ
る
。

D
は
四
他
勝
処
法

(四
波
羅
夷
法
)
が
説
か
れ
る
部
分
で
あ
る
。
①

～
③

の
す
べ
て
が

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
に
編
入
さ
れ
る
。

E
は
四
十
三
犯
事
が
説
か
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は

『菩
薩

戒
本
』
と
し
て
別
出
さ
れ
る
。

F
も
補
足
説
明
で
あ
る
。
②
③
が

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
に
編
入
さ
れ

る
。

三

、
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』

の
構
成

次
に

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
の
構
成
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
『菩
薩

戒
羯
磨

文
』
は

「受
戒
羯
磨

」

「
懺罪
羯
磨

」
「得
捨
差
別
」
の
三
つ
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が

『
瑜
伽
師
地
論
』
の
ど
の
部
分
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
項

の
記
号
に
よ

っ
て
示
せ
ぼ
、
次
の
よ

う
で
あ
る
。
(
6
)

受
戒
羯
磨
第

一

B
①
②
、
C
⑤
、
B
③
～
⑥
、
D
①
②
、
C
①
、
B
⑦
、

C
③
④
、
F
③

懺
罪
羯
磨
第
二

F
②

得
捨
差
別
第
三

D
③

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
『
菩
薩
戒
羯
磨

文
』
の
重
点
は

「受
戒

羯
磨

」
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は

『
瑜
伽
師
地
論
』
の
受
戒
法

(B
①
～
⑦
)
を
基
盤
と
し
、
そ
こ
に
他
の
部
分

(C
⑤
、
D
①
②
、
C
①
)

を
挿
入
す
る
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
C
⑤
は
授
戒
時
に
戒
相
を

説
く
部
分
、
D
①
の
四
他
勝
処
法
、
D
②

は
犯
戒
と
更
受
を
説
く
部
分
、

C
①
は
菩
薩
戒
の
利
益
を
説
く
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
挿
入
さ
れ
る

こ
と
で
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
受
戒
法
は
よ
り
充
実
し
た
内
容
に
な

っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
受
戒
法
が
こ
の
よ
う
に
改
編
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
玄
　
が

『
瑜
伽
師
地
論
』

の
本
文

の
ま
ま
で
は
受
戒
儀
礼
に
適

さ
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
改
編
が
受
戒
法
の
実
践
を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
と

い
う
こ
と

は
、
字
句
の
異
同
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
例

え
ぼ
、
『
瑜
伽
師
地
論
』

の

「我
今
欲
す
、
善
男
子
の
所
、
或
は
長
老
の
所
、
或
は
大
徳

の
所
に

於
て
、

一
切
菩
薩
浄
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
い
う
所
は
、
『菩
薩

戒
羯
磨

文
』
で
は

「大
徳
よ
憶
念
せ
よ
、
我
は
是
の
如
き
名
な
り
。
大
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徳
の
所

に
於
て
、

一
切
菩
薩
浄
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
な

っ
て

い
る
。
(
7
)

前
者
が
説
明
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
よ
り
自
然
で
あ
る
。

ま
た
、
後
者

の
科
白

の
後
に
は
、
「第
二
第
三
も
亦
た
是
く
の
如
く
説

く
」
と

い
う
割
注
が
あ
る
。
こ
れ
も

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
受
戒
法
の

実
践
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「受
戒
羯
磨

」
に
は
受
戒
法
の
後
に
、
戒
師
と
受
者
の
条
件

や

(C
③
④
)
、
自
誓
受
戒

(F
③
)

が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「懺
罪
羯
磨

」
で
は
懺
悔
法

(F
②
)
が
説
か
れ
、
「得
捨
差
別
」
で
は

捨
戒

の
判
断

(D
③
)

が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

『
菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
単
独
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
流
布
し
た
場
合
を
想
定
し
て
付
加
さ

れ
た
補

足
説
明
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
が
あ
れ

ば
、
た
と
え

『
瑜
伽
師
地
論
』
を
参
照
で
き
な
い
場
合
で
も
、
受
戒
や

持
戒
に
関
す
る
重
要
事
項
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
は
そ
の
構
成
か
ら
み
て
、
『
瑜
伽

師
地
論
』
菩
薩
地
の
戒
品
に
説
か
れ
る
受
戒
法
を
、
よ
り
実
践
的
な
内

容
に
改
編

し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

、
『菩

薩
戒
羯
磨

文
』

の
受
戒
法

そ
れ

で
は
、
玄
奘

が
改
編
し
た
菩
薩
戒
の
受
戒
法
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
。
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
の

「受
戒
羯
磨

」

の
記

述
に
従

え
ぼ
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
(
8
)

B
①

先
ず
受
者
は
菩
提
心
を
発
し
、
戒
師
と
な
る
べ
き
大
徳

の
菩

薩
を
訪
ね
、
足
下
に
礼
拝
し
て
、
「大
徳
よ
憶
念
せ
よ
、
我
は
是
く
の

如
き
名
な
り
。
大
徳
の
所
に
於
て
、

一
切
菩
薩

浄
戒
を
受
け
ん
こ
と
を

乞
ふ
。
唯
だ
願
は
く
は
須
臾

に
労
倦
を
辞
せ
ず
、
哀
愍

し
て
聴
授
せ
ん

こ
と
を
」
と
言
う
。
こ
れ
は
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
。

B
②

次
に
受
者
は

「十
方
三
世
の
諸
仏
世
尊
」
「已
に
大
地

に
入

り
、
大
智
慧
を
得
、
大
神
通
を
得
る
諸
々
の
菩
薩
衆
」
を
礼
拝
供
養
し
、

そ
の
功
徳
を
念
じ
て

「浄
心
」
を
起
こ
す
。

C
⑤

次
に
戒
師
は
受
者
に

「菩
薩
法
蔵
摩
恒
理
迦
、
菩
薩
学
処
及

び
犯
処
相
」
(戒
相
)
を
説
く
。
受
者
は
自
心

を
観
察
し
て

「〔我
〕
思

択
し
て
菩
薩
戒
を
受
く
る
に
堪
能
な
り
。
唯

だ
他

の
勧
む
る
に
非
ず
。

他
に
勝
れ
ん
が
為
に
非
ず
」
と
自
覚
す
る
。

こ
の
よ
う
な
受
者
を

「堅

固
菩
薩
」
と
い
い
、
戒
師
は
そ
れ
を
見
極
め
て
か
ら
授
戒
す
る
。

B
③

次
に
受
者
は
、
戒
師

の
前

で
跪
坐
し
、
仏
像
を
前
に
合
掌
し

て
、
「唯
だ
願
は
く
は
大
徳
よ
、
哀
愍

し
て
我

に
菩
薩
浄
戒
を
授
け
ん

こ
と
を
」
と
言
い
、
専
ら

一
境
を
念
じ
、
浄
心
を
長
養
し
て
、
「我
今
、

久
し
か
ら
ず
し
て
当
に
無
尽
無
量
無
上
の
大
功
徳
蔵
を
得
べ
し
」
と
思

い
、
黙
念
と
し
て
住
す
る
。

B
④

そ
の
時
、
戒
師
は

「汝
は
是
れ
菩
薩
な
る
や
否
や
」
と
問
い
、

受
者
は

「是
な
り
」
と
答
え
る
。
ま
た
、
戒
師

は

「菩
提
の
願
を
発
す

る
や
未
だ
し
や
」
と
問
い
、
受
者
は

「既
に
発
す
」
と
答
え
る
。
す
る

と
戒
師
は

「汝
等
今
、
我
が
所
に
於

て
、
諸

菩
薩

一
切
学
処
を
受
け
、

諸
菩
薩

の
一
切
浄
戒
を
受
け
ん
と
欲
す
。
謂
く
、
律
儀
戒

・
摂
善
法
戒

・

玄
　
の
菩
薩
戒

(吉

村
)

六

一
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玄
奘

の
菩
薩
戒

(吉

村

)

六
二

饒
益
有
情
戒
な
り
。
是
の
如
き
学
処
、
是
の
如
き
浄
戒
は
、
過
去
の

一

切
菩
薩
の
已
に
具
し
、
未
来
の

一
切
菩
薩
の
当
に
具
す
べ
き
、
十
方
に

普
き
現
在

の
一
切
菩
薩

の
今
具
す
る
も
の
な
り
。
…
中
略
…
汝
能
く
受

く
る
や
否
や
」
と
問
い
、
受
者
は

「能
く
受
く
」
と
答
え
る
。
こ
れ
は

三
度
繰
り
返
さ
れ
る
。

B
⑤

戒
師
が
授
戒
を
終
え
て
も
、
受
者
は
跪
坐
の
ま
ま
で
い
る
。

す
る
と
戒
師
は
、
仏
像
を
前
に
し
て
現
在
十
方
諸
仏

・
諸
菩
薩
を
礼
拝

供
養
し

て
、
「十
方
無
辺
無
際

の
諸
世
界
中

の
諸
仏
菩
薩
に
仰
啓
す
。

今
此

の
中

に
於
て
、
現
に
某
名
菩
薩

の
、
我
某
菩
薩

の
所
に
於
て
、
乃

至
三
説
し
て
菩
薩
戒
を
受
く
る
有
り
。
我
為
に
証
を
作
す
。
唯
だ
願
は

く
は
、
十
方
無
辺
無
際

の
諸
世
界
中

の
諸
仏
菩
薩
第

一
真
聖
、
現
不
現

の

一
切

の
時
処
、

一
切
有
情
に
於
て
、
皆
現
に
覚
る
者
よ
、
此
の
某
名

の
受
戒
菩
薩
に
於

て
、
亦
た
為
に
証
を
作
さ
ん
こ
と
を
」
と
言
う
。
こ

れ
は
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
。

B
⑥

間
も
な
く
、
受
者

の
相
が
現
在
十
方
諸
仏

・
諸
菩
薩

の
前
に

あ
り
の
ま
ま
に
現
れ
る
。
こ
の
表
示
に
よ
っ
て
受
戒
し
た
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
現
れ
た
受
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
菩
薩
か

ら
菩
薩
戒
を
受
け
る
。
諸
仏

・
諸
菩
薩
は
受
者
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
、

親
善

・
憐
愍

の
意
を
生
じ
、
そ
れ
に
よ
り
受
者
は
善
法
を
希
求
す
る
こ

と
倍
増
し
、
退
減
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
こ
れ
を

「受
菩
薩
戒
啓
白

請
証
」
と

い
う
。

D
①

四
他
勝
処
法

(四
波
羅
夷
法
)
を
説
く
。
四
と
は
、
自
ら
讃

し
他
人
を
殿
る
こ
と
、
財
施
と
法
施
を
惜
し
む
こ
と
、
怨
み
を
抱
い
て

捨
て
な
い
こ
と
、
菩
薩
蔵
を
諺
る
こ
と
で
あ
る
。

,
D
②

四
他
勝
処
法
の
違
犯
と
更
受
を
説
く
。
小
乗
の
波
羅
夷
法
と

は
異
な
り
、
中
下
品
の
違
犯
で
あ
れ
ぼ
捨
戒
に
な
ら
ず
、
上
品
の
違
犯

で
捨
戒
と
な
っ
て
も
、
改
め
て
受
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ

C
①

菩
薩
戒
の
利
益
を
説
き
、
そ
の
功
徳
を
賞
賛
す
る
。

B
⑦

最
後
に
、
戒
師
と
受
者
は
、
諸
仏

・
諸
菩
薩
を
礼
拝
供
養
し

て
退
く
。

以
上
が

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
に
説
か
れ
る
受
戒
法
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
玄
奘

が
挿
入
し
た
部
分
で
は
C
⑤
、
D
①
②
が
注
書
さ

れ
る
。
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
受
戒
法
で
は
、
戒
師
が
ど
こ
で
具
体
的
な

戒
相
を
説
く
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
を
受
戒
法
に
組
み
込
ん

だ
と
こ
ろ
に
、
玄
奘

の
工
夫
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
受
戒
後
の
D

①
②

で
四
他
勝
処
法
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
受
戒
前
の
C
⑤
で
は
三

聚
浄
戒
や
四
十
三
犯
事
が
説
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
受
戒
を
請
い

跪
坐
す
る
受
者
に
、
戒
師
が
戒
相
を
説
く
と
い
う
の
は
、
順
序
と
し
て

も
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

五
、

『菩
薩
戒
羯
磨

文

』

の
翻
訳
意
図

最
後
に
、
玄
奘

は
な
ぜ

『
瑜
伽
師
地
論
』
を
改
編
し
て
ま
で

『菩
薩

戒
羯
磨

文
』
を
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
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『開
元
録
』
に
よ
れ
ぼ
、
玄
奘

が

『
瑜
伽
師
地
論
』
を
翻
訳
し
た
の

は
貞
観
二
十
二
年

(六
四
八
)
五
月
、
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
と

『菩
薩
戒

品
』
を
翻
訳
し
た
の
は
翌
年
の
七
月
で
あ
る
。
(
9
)

貞
観
二
十
三
年

(六
四

九
)
は
、
五
月
に
太
宗
が
崩
御
し
、
高
宗
が
即
位
し
た
年
で
あ
る
。
玄

奘
の
伝
記

で
あ
る

『大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
に
よ
れ
ぼ
、
(
1
0
)

太
宗

に
陪
従
し

て
い
た
玄
奘

は
、
長
安
の
慈
恩
寺
に
戻
り
、
翻
訳
に
専
念
す

る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
永
徽
元
年

(六
五
〇
)

に
は
、

し
ぼ
し
ぼ

「諸
王
卿
相
」
が
訪
ね
て
来
て

「礼
懺
」
し
、
玄
奘

に

「逢

迎
誘
導
」
さ
れ

「並
び
に
皆
発
心
」
し
た
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
翌
年
の
正
月
に
は
、
瀬
州
刺
史
質
敦
蹟
、
蒲
州
刺
史
李
道
裕
、

穀
州
刺
史
杜
正
倫
、
恒
州
刺
史
粛
鋭
ら
が
、
「公
事
の
暇
に
相
命
じ
て

法
師
に
参

じ
、
菩
薩
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
請
」
う
た
。
玄
奘

は
菩
薩
戒

を
授
け

「菩
薩
行
法
を
広
説
」
し
、
彼
ら
は

「歓
喜
し
て
辞
去
」
し
た

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
使
用
さ
れ
た

と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
年
の
朝
臣
の

「礼
懺
」
も
ほ
と
ん
ど

同
じ
状
況

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
も
受
戒
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
太
宗

の
没
後
、
玄
奘

が
朝
臣
に
菩
薩
戒
を
授
け
る
と
い

う
こ
と
が
、
し
ぼ
し
ぼ
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
期

の
玄
奘
は
、
翻
訳
事
業
を
継
続
す
る
た
め
に
、
帝
室
と
の

密
接
な
関

係
を
維
持
し
、
朝
臣
の
支
持
を
得
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
(
1
1
)

こ

の
時
期
は
唯
識
論
書

の
翻
訳
も
中
止
さ
れ
、
世
間
的
な
内
容
を
も
つ
経

典
が
相
次

い
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぼ
貞
観
二
十
三
年
七
月
に
は
、

仏
法
に
則
し
た
王
法
を
説
く

『王
法
正
理
論
』
や
、
仏
塔
供
養
の
功
徳

を
説
く

『最
無
比
経
』
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
高
宗
や
朝
臣

の
関
心
に
合
わ
せ
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
期
に
翻
訳

さ
れ
た

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
も
、
そ
れ
と
同
様

の
書
的
で
翻
訳
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
玄
奘

自
身
が

菩
薩
戒

の
流
布
に
関
心
が
あ

っ
た
か
ら
で
も
あ

る
。
静
邁

の
序
(
1
2
)

に
よ
れ

ぼ
、
玄
奘

は
若
く
し
て
出
家
し
、
階
末
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
と
い
う
。

原
文
に

「三
聚
創
め
て
暦
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
三
聚
浄
戒

を
説
く

「地
持
戒
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
が
て
玄
奘

は
イ
ン

ド
に
行
き
、
戒
賢
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
る
。
原
文
に

「因
り
て
固
く

菩
薩
律
儀
を
受
け
ん
こ
と
を
請
ひ
、

一
稔
三
祈
し
て
肇
め
て
殷
望
に
允

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
玄
奘

は
そ
こ
で
戒
賢
に
懇
請
し
菩
薩
戒
を
授
け

て
も
ら

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
当
時

の
瑜
伽

行
派

で
行
わ
れ
て
い
た

「
瑜
伽戒
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玄
奘
は
中
国
北
地
の

「地
持
戒
」
の
伝
統
を
継
承
し
、

イ
ン
ド
で
は
そ
れ
が
発
展
し
た

「
瑜
伽
戒
」
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
経
歴
か
ら
考
え
て
、
玄
奘

は
菩
薩
戒
の
授
受

に
深
い
関
心
が
あ

っ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

静
邁
の
序
に
は
、
「法
師
、
菩
薩
浄
戒
を
以
て
、

一
乗
の
舞
倫
を
諒
か

に
し
、
宏
規
を
授
受
し
て
、
十
地
の
洪
範
を
信

か
に
す
。
特
に
吟
味
す

る

所

に

し

て
、
喉

衿

を

替

ふ

る
匪

し
」

と
あ

る
。

即

ち
、
玄
奘

は
菩

薩

玄
奘

の
菩

薩
戒

(吉

村
)

六
三
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玄
奘

の
菩
薩
戒

(吉

村
)

六
四

戒
の
授
受
を
も

っ
て
仏
道
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
玄
奘
が
特
に
吟

味
し
た
も

の
で
、
要
点
を
外
し
て
い
な
い
と

い
う
。
こ
こ
に
は
、
玄
奘

は
イ
ン
ド

で
菩
薩
戒
を
伝
授
さ
れ
、
そ
れ
を
こ
の
翻
訳
で
そ
の
ま
ま
に

伝
え
て
い
る
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ぼ
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
改
編
し
た

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
の
受
戒
法

に
は
、
玄
奘

の
イ
ン
ド
で
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
十

分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

結
語

玄
奘
が
翻
訳
し
た

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
は
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩

地
の
戒
品
か
ら
の
抄
出
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
に
は

『
瑜
伽
師
地
論
』

の
本
文
を
改
編
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
改
編
は
、
実
際
に

受
戒
儀
礼

で
使
わ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
玄
奘

は
し
ぼ
し
ぼ
朝
臣
に
菩
薩
戒
を
授
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

『菩
薩
戒
羯
磨

文
』
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
朝
臣

へ
の
授
戒

は
、
朝
廷

で
の
仏
教
の
支
持
者
を
拡
大
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
玄
奘

は
元
来
菩
薩
戒
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
中
国
で
菩
薩

戒
を
受
け

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
で
も
師

の
戒
賢
に
懇
請

し
て
菩
薩
戒
を
授
か
っ
て
い
る
。
『菩
薩
戒
羯
磨

文
』

の
受
戒
儀
礼
に

は
、
そ
の
時
の
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
玄
奘
が

中
国
に
伝

え
た
菩
薩
戒
は
、
そ
の
門
下

の
唯
識
学
派
で
伝
承
さ
れ
て
ゆ

く
が
、
そ

の
経
緯
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

1

船
山
徹

「六
朝
時

代
に
お
け

る
菩
薩

戒

の
受
容

過
程
」

(
『
東
方
学

報
』

六

七
、

一
九
九
五
年
)
、
山
部

能
宜

「『梵

網
経

』
に
お
け

る
好

相
行

の
研

究

」

(『
北
朝

階
唐
仏

教
思
想
史

』
所
収
、
法
蔵
館
、

二
〇

〇
〇
年

)
、
拙

稿

「曇

無
識

の
菩
薩
戒

」

(『福
井
文
雅
博

士
古
希
記
念
論
集

ア
ジ

ア
文

化

の
思
想

と
儀

礼
』
所
収
、
春
秋
社
、

二
〇
〇
五
年
)
参
照
。

2

佐
藤
達

玄

『
中
国

仏
教

に
お
け
る
戒
律

の
研

究
』

(
一
九
八
六

年
、
木

耳
社
)

三
三
六
―

三
四
六
頁
参
照
。

3

大
野
法

道

『
大
乗

戒
経

の
研
究

』

(
一
九
五

四
年
、
理
想

社
)

一
九

四

―

一
九

五
頁
、
四

一
五
―

四

一
七
頁
参

照
。

4

大
野
氏

の
前

掲
書

(四
三
〇
―

四
三

一
頁
)

に
指
摘

が
あ
る
。

5

大
正

三
〇
、
五

一
一
a
―

五
二

一
c
。

6

大
正
二
四
、

一
一
〇
四

c
―

一

〇

六
b
。

7

大
正

三
〇
、
五

一
四
b
。
大
正
二
四
、

一
一
〇
五

a
。

8

大
正
二
四
、

一
一
〇
四

c
―

一
一
〇
五

c
。

9

大
正

五
五
、
五
五
五

c
―

五
五
六
b
。
以
下

同
じ
。

10

大
正
五
〇
、
二
六
〇

a
―

b
。
以
下

同
じ
。

H

拙
稿

「玄
奘

の
事
跡

に
見
る
唐
初
期

の
仏
教
と
国
家

の
交
渉

」

(『
日
本

中
国
学
会

報
』
五
三
、

二
〇
〇

一
年
)
参

照
。

12

大
正

二
四
、

一

〇
六

c
。
以
下
同
じ
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

玄
奘
、
菩
薩
戒
、
受
戒

、
菩
薩
戒
羯
磨

文

、
瑜
伽

師
地
論

(駒
澤
大
学
専
任
講
師
、
博
士

(文
学
)
)
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plained bija as the essence of discipline based ona Mahayana text, namely 
the Mahayanasamgraha. 

108. On the Threefold Classification in Jizang's Renwang bore jingshu 

Yoko KOSUGA

Jizang(吉 蔵), in his Renwang bore jingshu(『 仁 王 般 若 経 疏 』), proposed a

new theory about Buddhadhatu(仏 性)which asserted the three kinds of Bud-

dhatva, i.e. xianchang-foxing(現 常 仏 性), dangchang-fbxing(当 常 仏 性), and li-

aoyin-foxing(了 因 仏 性). His aim seems to combine the idea of Prajna(般 若)

with Buddhadhatu. The source of his new theory, I suppose, can be found in

the Foxing lun(『 仏 性 論 』)and She dacheng lunshi(『 摂 大 乗 論 釈 』)of Zhendi

(Paramartha真 諦), as well as the Shizihou pusa pin 師 子 吼 菩 薩 品, a chapter

of the Mahaparinirvana-sutra(『 浬槃 経 』).

109. The Bodhisattva Precepts in Xuanzang's Translation of the Pusajie 

jiemo wen 

Makoto YOSHIMURA 

The Pusajie jiemo wen was translated by Xuanzang in 649. Although it is 

widely thought to have been produced from the Bodhisattavabumi of the Yo-

gacarabhumi, this is not strictly true. The Pusajie jiemo wen was a reorga-
nized text of the Yogacarabhumi. The text was reorganized in order to use it 

in the actual ritual of receiving the precepts. 

Xuanzang held great interest in the bodhisattva precepts. When he visited 

India, he entreated his master, Silabhadra, to give the precepts to him, 

though he had already received them in China. It is likely that the reorga-

nized ritual in the Pusajie jiemo wen reflects Xuanzang's experience in In-

dia. 

Upon his return to China, he often gave the bodhisattva precepts to the 

ministers of the Tang dynasty. Xuanzang believed that it would help increase 

their support towards Buddhism.
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